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〔根拠法〕
・自転車競技法（昭和２３年法律第２０９号）

〔競輪施行者数〕
・５８施行者（６府県、４６市、１村、５一部事務組合）

〔競輪選手数〕
・３，７４２人（Ｓ級１班・２班、Ａ級１班～３班）

〔競輪場数〕
・４７か所

〔場外車券売場数〕
・４４か所（専用場外：３６か所、前売専用場外：８か所）

〔競輪開催の回数・日数（平成１６年度）〕
・５９９回、３，３８５日

〔競輪の種類〕
・７種類（ＧＰ、ＧⅠ、ＧⅡ、ＧⅢ、ＦⅠ、ＦⅡ、施設等改善競輪）

〔車券の種類〕
・７種類（２枠複、２枠単、２車複、２車単、３連複、３連単、拡大２連複（ワイド））

競輪の実施状況

（平成１７年９月１日現在）
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競輪の売上金の使途

公営企業金融公庫への納付金
（地方財政法に基づく納付）

的中車券への払い戻し

７５．０％

１．１％

２０．６％

３．３％

９８３，１６０百万円

日本自転車振興会への交付金

＜内訳＞
・１号交付金：１．６％
（機械工業振興補助事業）
・２号交付金：１．４％
（公益事業振興補助事業）
・３号交付金：０．３％
（選手の登録、訓練等のための費用）

競輪施行者（地方公共団体）の収入

＜内訳＞
・開催経費 （人件費、広告宣伝費等）
・純収入

•平成１４年に交付金の軽減を図ったところであるが、その施行
状況等について確認し、競輪・オートレースの更なる活性化策
を検討するため、産業構造審議会・車両競技活性化小委員会
において議論を開始したところ。
•平成１７年度中を目処に、経営改善に努力する競輪・オート
レースの施行者が報われる仕組みを作っていくとの観点から、
交付金制度も含めて総合的に検討を進める予定。
•なお、他の公営競技と交付金率（平成１５年度実績）を比較す
ると、競輪は３．０％、オートレースは２．９％、競艇は、３．３％
となっている。

交付金の軽減について

※平成１５年度実績
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オートレースの実施状況

〔根拠法〕
・小型自動車競走法（昭和２５年法律第２０８号）

〔オートレース施行者数〕
・８施行者（２県、６市）

〔オートレース選手数〕
・４８６人（Ｓ級、Ａ１級・Ａ２級、Ｂ１級・Ｂ２級）

〔オートレース場数〕
・６か所

〔オートレース開催の回数・日数（平成１６年度）〕
・７８回、６５４日

〔オートレースの種類〕
・５種類（ＳＧ、ＧⅠ、ＧⅡ、普通開催、施設等改善レース）

〔車券の種類〕
・７種類（単勝、複勝、 ２連単、 ２連複、 ３連単、 ３連複、拡大２連複（ワイド））

• オートレースについては、平成１７年度から
日本小型自動車振興会、各施行者を含めた業
界全体で抜本的な構造改革を実施していると
ころ。
• 具体的には、収益性の低い開催の削減によ
る総開催日数の削減（６４８日→５０４日）、場
外発売の拡大、選手賞金の削減（総額８４億
円→総額６４億円）等を行い、各施行者の収益
が上がる仕組みを作ることとしている。

（車券売上の状況）
平成１６年度１日平均売上額：

１７０，７９７．５千円
平成１７年度１日平均売上額：

２１６，５１９．１千円
（対前年度比２６．８％ＵＰ）

※各前年度４月から８月までの車券売上額をもとに算出

構造改革の状況

（平成１７年９月１日現在）
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オートレースの売上金の使途

的中車券への払い戻し

20.9%1.1%

74.6%

3.4%

＜平成１５年度実績＞

売上総額
1２７，０６９百万円

７５．０％

１．１％

３．４％

２０．５％

日本小型自動車振興会への交付金

＜内訳＞
・１号交付金：１．６％
（機械工業振興補助事業）
・２号交付金：１．３％
（公益事業振興補助事業）
・３号交付金：０．５％
（選手の登録、訓練等のための費用）

競輪施行者（地方公共団体）の収入

＜内訳＞
・開催経費（人件費、広告宣伝費等）
・純収入

公営企業金融公庫への納付金（地方財政法に基づく納付）
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競輪・オートレースの実施体制

地方公共団体が施行者として公営ギャンブルを実施し、日本自転車振興会・日本小型

自動車振興会は競輪・オートレースの公正な実施を確保するための事業（選手の養成・

出場あっせん・運営指導等）及び社会貢献のための補助事業等を行っている。

公正な実施の確保 公益法人
ＮＰＯ等

補助金の交付

日本自転車振興会
日本小型自動車振興会

地方公共団体地方公共団体
（施行者）（施行者）

競輪選手
オートレース選手

自転車競技会
小型自動車競走会

公営ギャンブルの実施公営ギャンブルの実施

（車券発売等）（車券発売等）

番組編成・審判等

レース出場

養成・出場あっせん
機械・公益振興事業

競技運営の指導

交付金の納付

競技実施関係
業務の委託

出場契約

公正が求められる

効率が求められる

委託

民間事業者
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日本自転車振興会の概要

（１）根拠法令

自転車競技法（昭和２３年法律第２０９号）

（２）設立年月日

昭和３２年１０月１日

（３）目的

日本自転車振興会は、競輪の公正かつ円滑な実施を図るとともに、自転車その他の機
械に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する
ことを目的とする。（自転車競技法第１２条）

（４）事業内容

①選手・審判員・競輪自転車の登録、検車員の認定

②自転車競技会への指導

③選手のあっせん

④選手・審判員・検車員の養成、訓練

⑤自転車その他機械工業に関する振興事業への補助事業

⑥体育事業その他公益の増進を目的とする事業への補助事業 等



7

日本小型自動車振興会の概要

（１）根拠法令

小型自動車競走法（昭和２５年法律第２０８号）

（２）設立年月日

昭和３７年１０月１日

（３）目的

日本小型自動車振興会は、小型自動車競走の公正かつ円滑な実施を図るとともに、小
型自動車その他の機械に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする
事業の振興に資することを目的とする。（小型自動車競走法第１８条）

（４）事業内容

①選手・審判員の検定・登録及び競走用小型自動車の登録

②小型自動車競走会への指導

③選手のあっせん

④選手、審判員の養成・訓練

⑤小型自動車その他機械工業に関する振興事業への補助事業

⑥体育事業その他公益の増進を目的とする事業への補助事業 等
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（参考）日本自転車振興会・日本小型自動車振興会の組織 ※平成１７年９月１日現在

７人総務部

１３人企画部

７人業務部

１人選手養成所

７人振興部

１人振興事業監査室

３６人合 計

日本小型自動車振興会

１５５人合 計

４人振興事業監査室

１７人公益事業部

１３人機械工業振興部

２０人日本競輪学校

１６人選手指導部

２９人業務部

１６人広報部

２０人企画事業推進部

２０人総務部

日本自転車振興会
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補助金交付事業について
補助金交付事業の流れ

【日本自転車振興会・日本小型自動車振興会】
（７月）

補助方針（案）の作成

産業構造審議会
における審議

補助の基準や対象事業等については全て公開し
ている。

法人外部の審議会において審議されることで、公
平性が確保され、客観的な意見が取り入れられる。

事業計画の公開
（振興会ＨＰで公開）

補助事業の評価
（外部委員による評価）

書面又は現地調査により全事業を対象として調
査を実施している。
事業の評価を外部委員による評価委員会で
行っていることから、公平性が確保され、客観
的な意見が得られる。

全ての事業について公開している。

補助方針の公示
（一般紙、振興会ＨＰ、官報等で実施）

要望書の提出・受付

事業計画（案）・予算（案）の作成（10月～翌年２月）

経済産業大臣の
認可

産業構造審議会
における
意見聴取

補助事業の決定

補助事業の実施

補助事業の完了

補助金の交付（事業完了～４月）

完了報告書の提出・受付

補助金確定調査

（事業完了～５月）

事業成果の公開
（振興会ＨＰで公開）

事業の監査

（７月）

（８月）

（９月）

（３月）

（３月下旬）

（４月）

（４月～翌年３月）

（完了報告後）

（７月）

（８月以降）

（確定後２年以内）

全ての事業について公開している。

監査実施要領に基づき、事業実施の適否等について現地監査を実施。

国の責任において、透明なプロセスで実施されるこ
とにより、公平性が確保され、客観的な意見が取り
入れられる。
法人内部の機関ではないため、厳格な運用となる。

補助事業項目ごとに外部委員による評価を実施。
平成１６年度補助事業からは、個別事業のうち、特に
評価の低い事業についても、要因を分析をした上で、
事業の改善に反映させることとする。

事業実施団体から提出される事後評価書において、個
別事業の評価を実施。
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両振興会の統合について

［両振興会の統合に関する留意点］

●両競技は、競技の内容、競技場の形態、選手の養成方法、審判方法等、運営方法が
全く異なっていることから、仮に統合した場合であっても、その効果は限定的。

●競輪とオートレースを共に施行している地方公共団体はほとんどなく、両競技は競合
関係にあるため、施行者間の競争意識も強い。むしろ、競い合うことで互いに発展を図
ることが期待される。

●両法人を統合した場合に、競輪の売上がオートレースの運営に用いられることについ
て競輪施行者の理解を得ることは困難。

●オートレースの存在が希薄化するおそれもあり、オートレースの売上の更なる低下を
招きかねない。特に、オートレース業界は平成１７年度から抜本的な構造改革を実施し
たところであり、このような業界の改革努力を阻害することになるおそれがある。

［現在の対応方針］

経済産業省としては、現在、オートレース業界が一体となって取り組んでいる構造
改革の結果も踏まえつつ、更に検討を進めていきたい。
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両振興会の組織見直しの検討について

「特殊法人等整理合理化計画」
当面特殊法人とするが、集中改革期間内（平成１８年３月３１日まで）に組織の見直しを検討し、結論を得る。

［組織の見直しにより特殊法人としない場合の留意点］

●本来、ギャンブルは刑法で禁止されているが、国の強い監督の下、その収益を広く社会
還元することを前提に刑法の特例として実施されているのが公営競技であり、国の監督が
弱まると、公営競技の運営が不適切になる可能性がある。
（もともと「社団法人自転車振興会連合会」であったが、競輪場における事件の発生等に十分対応できなかったことを
背景に、参議院商工委員会及び通産省競輪運営審議会において「監督を強化し、競輪の健全な運営を図るよう善処
しなければならない」等の指摘が行われ、昭和３２年に法律を改正して特殊法人とした経緯がある。）

●施行者、競技会・競走会、選手の間、また施行者の間で利害が一致しないことがあるた
め、その利害調整の役割を担う日自振・日動振が客観性を有しない組織となると、選手
あっせん等の意思決定を円滑・公平に行うことは困難になる。また、競輪・オートレースの
補助金は、競技を行っている自治体だけではなく、全国的にその収益を還元するために行
われているものであるが、特殊法人の見直しを行い、競技を行う一部の自治体が運営する
新たな組織が補助金の交付先を決定することになると、全国的に公平な補助事業の実施
を行うことは困難になる。

［現在の対応方針］
競輪・オートレースを活性化するという観点から、どのような組織形態が最も望ましいか、
検討しているところ。


	日本自転車振興会・日本小型自動車振興会について

